
 

 

 

275

上   水   道 
 

 本市の水道は、大正10年10月に水道事業に着手し、３年後の大正13年に初めて市内に給水して以来、市民の方に安全でおい

しい水を提供し続け、令和６年度に100年目を迎えた。 

 その間、戦災、震災復旧事業や町村合併による市域の拡大など水需要の増加に対応するため、７次にわたる拡張・整備事業

を行った。そして今日では、簡易水道事業を含めると水道普及率は99.8％を超え、市民生活や社会活動には不可欠なものとな

っている。 

 しかしながら今後は、人口減少や節水意識の向上により水需要が減少し続ける一方、高度成長期に整備した水道施設の多

くが一斉に更新時期を迎え、水道事業を取り巻く環境はこれまで以上に厳しいものになると予測されている。さらに、大地震

や豪雨などに対する災害対策の見直しも必要となったことから、事業の財源を確保するため、平成31年１月１日には23年ぶ

りとなる水道料金改定を行ったところである。 

 こうした中、近年の経営環境の変化に対応するため、今後も信頼に応える水づくりを進めていくための指針となる「福井市

水道事業ビジョン2020」2024中間見直し版を策定し、「安全で安心な水道」「災害に強い水道」「持続可能な水道」の観点から、

基幹施設の更新や耐震化を中心とした第八次整備事業を進めている。 
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１ 第八次整備事業計画 
H30.2.1 厚生労働省変更認可（届出） 

区 分 現 在 計 画 

計 画 給 水 人 口 257,000人 

計 画 給 水 量（1日 最 大） 125,200㎥ 

   〃   （1人１日最大） 487㍑ 

計 画 目 標 年 度 令和10年度 

事 業 年 度 令和2年度～令和10年度 

事 業 費 186億円 

 

２ 施     設 
（令和６年度） 

水 源 配 水 池 管 路 

一 本 木 水 系 ９井深層地下水 足 羽 山     7,300㎥  

 2,113,793ｍ 

 

九 頭 竜 水 系 

 

11井浅層地下水 

15井深層地下水 

表 流 水 

原  目    10,000㎥ 

九頭竜第１  15,000㎥ 

九頭竜第２  30,000㎥ 

 

森 田 水 系 ５井深層地下水 
森田（上部槽）2,000㎥ 

  （下部槽） 900㎥ 

 

 

江 端 水 系 ４井深層地下水 杉  谷     2,900㎥  

田 治 島 水 系 ５井深層地下水 田 治 島     2,000㎥  

篠 尾 水 系 １井浅層地下水 篠  尾      600㎥  

川 西 水 系 ２井深層地下水 
川  西     4,270㎥ 

川 西 南     1,900㎥ 

清 水 水 系 
５井深層地下水 

県 浄 水 

真 栗 西      1,700㎥ 

真   栗     1,200㎥ 

滝   波      400㎥ 

末      1,300㎥ 

片    粕     1,520㎥ 

 

３ 給水人口及び配水量 
 

年度 
行 政 区 域 内 計 画 給 水 区 域 給 水 区 域 総配水量 

（千㎥） 

普 及 

率 総人口 総戸数 人 口 戸 数 人 口 戸 数

R４ 256,435 106,722 251,409 104,617 251,093 104,491 33,030 99.87 

R５ 254,502 107,583 249,644 105,503 249,334 105,376 32,724 99.88 

R６ 252,666 108,654 247,983 106,599 247,688 106,467 32,412 99.88 

（備考）１日最大配水量104,890㎥、１日平均配水量88,800㎥ 



 

 

 

277

４ 需 要 者 別 給 水 量                                            （令和６年度） 
 

区 分 一 般 用 湯 屋 用 計 

給 水 栓 数（栓） 109,464 3 109,467 

有 収 水 量（㎥） 28,852,069 2,563 28,854,632 

構  成 比（％） 99.99 0.01 100.00 

 

５ 水 道 料 金                                     （平成31年1月1日改定） 
 

用 途 メーター口径 
基 本 料 金 

（１月につき） 
従 量 料 金 １ ㎥ 当 り 

一 般 用 

13㎜ 1,023円 

10㎥までの分 

10㎥を超え20㎥までの分 

20㎥を超え30㎥までの分 

30㎥を超え40㎥までの分 

40㎥を超え150㎥までの分 

150㎥を超える分 

 15.4円 

107.8円 

126.5円 

162.8円 

211.2円 

238.7円 

20㎜ 1,045円 

25㎜ 1,210円 

40㎜ 2,310円 

50㎜ 5,390円 

75㎜ 13,750円 

100㎜ 22,440円 

150㎜ 47,190円 

200㎜ 82,720円 

湯 屋 用  －          9,900円 100㎥を超える分  107.8円 

（上記料金には、消費税相当額（10％）が加算されている） 

 
６ 加  入  金        
 

メーターの口径 加入金の額 ( 円 ) 

13㎜ 44,000 

20㎜ 105,600 

25㎜ 193,600 

40㎜ 592,900 

50㎜ 877,800 

75㎜ 2,194,500 

100㎜以上 管理者が定める額 

（上記加入金には、消費税相当額（10％）が加算されている） 

 

 

 

 

 



 

 

 

278 

簡  易  水  道 

 

本市は、昭和33年度に旧美山町（現在の美山地区）及び旧越廼村（現在の越廼地区）で供用を開始した公営簡易水道を、平

成18年２月の市町村合併により、福井市が引き継いだ。 

平成31年４月に地方公営企業法を適用させた簡易水道事業会計に移行し、健全な経営に努め、安全で安心な水道水を安定

的に供給している。 

しかしながら、水道事業を取り巻く環境は大きく変化しており、本市の簡易水道事業は、人口減少に伴う水需要の減少や水

道施設の老朽化等、多くの問題に直面している。 

このような中にあっても、重要なライフラインである水道を次の世代へ確実に引き継ぐことが必要であるため、安定した

経営基盤を実現するための指針として「福井市簡易水道経営戦略」を令和４年３月に策定した。 

また、民営簡易水道は、殿下地区や本郷地区などに点在している地元組合が運営している簡易水道及び飲料水供給施設で

あるが、福井市健康管理センターより委任事務を受け、管理運営に関することや技術的指導を行っている。 

 

 

１ 公営簡易水道・飲料水供給施設概要 

                                          （令和7年3月31日現在） 

種 

別 

地

区 
施 設 名 給 水 地 区 

給水 

人口(人) 

給水 

戸数(戸) 
浄水処理 原水の種類 

 

簡 

 

 

 

  

 

易 

 

 

 

 

 

水 

 

 

 

 

 

道 

 

美 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山 

下宇坂第二 

大久保町、福島町、宇坂大谷

町、高田町、獺ケ口町及び小

和清水町の各一部 

581 227 急速ろ過・塩素消毒 深井戸 

下宇坂 
田尻町、三万谷町、市波町及

び奈良瀬町の各一部 
644 272 塩素消毒 湧水・浅井戸 

宇坂別所 宇坂別所町の一部 23 13 塩素消毒 湧水 

南西俣 南西俣町の一部 29 10 塩素消毒 湧水 

大宮・縫原 大宮町及び縫原町の各一部 230 83 塩素消毒 深井戸 

下薬師 薬師町の一部 54 12 緩速ろ過・塩素消毒 表流水 

間戸 間戸町の一部 68 26 塩素消毒 湧水 

上味見 
中手町、南野津又町及び小当

見町の各一部 
117 71 塩素消毒 湧水・深井戸 

神当部 神当部町の一部 21 14 塩素消毒 湧水 

味見河内 味見河内町の一部 25 15 塩素消毒 湧水 

折立 折立町の一部 91 41 塩素消毒 湧水 

下味見 
東河原町及び西河原町の 

各一部 
146 61 

前処理・膜ろ過 

塩素消毒 
表流水 

上宇坂第二 
朝谷町、椙谷町、境寺町、美

山町及び品ケ瀬町の各一部 
376 136 膜ろ過・塩素消毒 湧水 

上宇坂第一 
小宇坂町、蔵作町及び小宇坂

島町の各一部 
176 60 塩素消毒 湧水 

東天田 東天田町の一部 47 21 塩素消毒 湧水 
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簡 

易 

水 

道 
 

越 

廼 

北部 
茱崎町、蒲生町及び大味町の

各一部 
706 380 塩素消毒 浅井戸・深井戸 

居倉 居倉町の一部 100 46 塩素消毒 湧水 

城有 
城有町、八ツ俣町及び赤坂町

の各一部 
35 19 塩素消毒 湧水 

飲 

 

料  

 

水 

 

供 

 

給 

 

施 

 

設 

  

美 

 

 

 

 

 

山 

皿谷 皿谷町の一部 3 3 塩素消毒 湧水 

西中 西中町の一部 25 10 塩素消毒 深井戸 

美山大谷 美山大谷町の一部 34 12 塩素消毒 湧水 

上吉山 吉山町の一部 14 11 塩素消毒 深井戸 

下吉山 吉山町の一部 7 3 塩素消毒 湧水 

東俣 東俣町の一部 11 6 塩素消毒 深井戸 

南宮地 南宮地町の一部 30 12 塩素消毒 深井戸 

上薬師 薬師町の一部 54 28 塩素消毒 深井戸 

西市布 西市布町の一部 11 5 緩速ろ過・塩素消毒 表流水 

横越 横越町の一部 9 4 塩素消毒 浅井戸 

西天田 西天田町の一部 45 18 塩素消毒 深井戸 

越 

廼 

浜北山 浜北山町の一部 49 29 膜ろ過・塩素消毒 湧水 

八ツ俣 八ツ俣町及び城有町の各一部 14 6 緩速ろ過・塩素消毒 表流水 

合 計 ３１施設  3,774 1,654   

 
 
 
２ 公営簡易水道使用料（料金） 
 
  １か月あたりの料金は、福井市水道給水条例にて上水道と同じ料金に定めている。（参考277ページ） 

 

３ 民営簡易水道・飲料水供給施設一覧 
（令和7年3月31日現在） 

種 別 地 区 施  設  名 施 設 数 

簡易水道 

一光 五太子、下一光 ２ 

殿下 尼ケ谷、国山、千合、西別所・宿堂、畠中・風尾、武周 ６ 

鷹巣 高須 １ 

一乗 浄教寺・東新 １ 

飲料水 

供給施設 

殿下 謡谷、大矢、白滝、二ツ屋、別畑、水谷 ６ 

本郷 足谷、奥平、河内、中平 ４ 

合 計   ２０ 
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下  水  道 
 

 本市の下水道は、昭和23年に旧市街地666ha の全域を対象に事業に着手した後、市街地の拡大に伴い計画区域を順次拡大

しながら、平成24年度に策定した「福井市汚水処理施設整備基本構想」に基づき、下水道の整備を進めてきた。 

また、中長期的な経営の基本計画である「福井市下水道事業経営戦略」を平成28年度に策定（令和３年度改定）し、安全・

安心な下水道サービスを将来にわたって、安定的・効率的に提供するため、公共下水道の未普及地区への管渠整備、老朽化が

進む下水道施設の更新や耐震化、洪水被害軽減のための雨水対策等に取り組んでいる。 

令和６年度には、未普及地区解消に向けた管渠整備が完了し、公共下水道は概成した。 

１ 下水道の計画規模 

（令和７年４月１日現在） 

区    分 単 独 公 共 下 水 道 流域関連公共下水道 特定環境保全公共下水道 

協議完了年月日 
平成６年10月１日 

令和７年３月14日 
令和３年３月23日 令和７年３月14日 

予定処理区域面積 5,173ha 679ha 264ha 

計 画 人 口 208,190人 19,970人 5,540人 

主 要 な 管 渠 の 

廷 長 

汚水   100,390ｍ 

雨水   53,710ｍ 

合流   51,820ｍ 

汚水   17,900ｍ 

雨水   4,510ｍ 

汚水  16,910ｍ 

雨水          ― 

ポ ン プ 場 19カ所 １カ所 １カ所 

処 理 場 ３カ所 ― ３カ所 

排 除 方 式 分流式及び合流式 分流式 分流式 

処 理 方 式 
標準活性汚泥法及び 

オキシデーションディッチ法 
― オキシデーションディッチ法 

事 業 費 329,815,868 千円 20,146,980 千円 17,085,487 千円 
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２ 事 業 進 捗 状 況 
（令和７年４月１日現在） 

区 分 
単 独 公 共 下 水 道 流 域 関 連 公 共 下 水 道 特定環境保全公共下水道 

計   画 現   在 計   画 現   在 計   画 現   在 

工 期 
昭和23年～令和７
年度末まで 

令和6年度末 
昭和58年～令和７
度末まで 

令和6年度末 
平成４年～令和７
年度末まで 

令和6年度末 

事 業 費 329,815,868千円 234,193,687千円 20,146,980千円 19,313,228千円 17,085,487千円 10,211,863千円 

処 理 面 積 5,173 ha 4665.4 ha 679 ha 565.7 ha 264 ha 250.0 ha 

処 理 人 口 208,190 人 203,124 人 19,970 人 20,880 人   5,540 人 6,538 人 

ポ ン プ 場 19カ所 16カ所 １カ所 １カ所 １カ所 １カ所 

処 理 場 ３カ所 ３カ所   ３カ所 ３カ所 

普 及 率  99.5％ 

 

３ 事 業 費 と 財 源 

区 分 
単 独 公 共 下 水 道 流 域 関 連 公 共 下 水 道 特定環境保全公共下水道 

計   画 
令和6年度末 
実 施 状 況 計   画 

令和6年度末 
実 施 状 況 計   画 

令和6年度末 
実 施 状 況 

事 業 費 
千円 

329,815,868 

％ 

100.0 

千円 

234,193,687 

千円 

20,146,980 

％ 

100.0 

千円 

19,313,228 

千円 

17,085,487 

％ 

100.0 

千円 

10,211,863 

財 
 
 
 
 

源 

起 債 170,205,197 51.6 123,849,875 10,320,551 51.2 10,970,474 8,104,560 47.4 4,975,878 

国 県 
補 助 金 119,935,942 36.4 75,190,039 5,053,764 25.1 5,137,776 6,653,858 38.9 3,701,931 

負 担 金 10,208,055 3.1 9,550,488 1,131,295 5.6 877,338 615,982 3.6 310,472 

一般財源 29,466,674 8.9 25,603,285 3,641,370 18.1 2,327,640 1,711,087 10.0 1,223,582 

計 329,815,868 ― 234,193,687 20,146,980 ― 19,313,228 17,085,487 ― 10,211,863 

 

４ 下水道受益者負担金・分担金制度 

（１） 根 拠 省令昭和23年５月８日総理庁第25号 福井都市計画事業下水道受益者負担に関する件 
条例昭和45年３月30日条例第16号 福井市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例 

条例平成５年12月24日条例第40号 福井市特定環境保全公共下水道事業分担金に関する条例 

条例平成９年３月24日条例第2号 福井市公共下水道事業及び九頭竜川流域関連福井市公共 

下水道事業に係る分担金に関する条例 

（２）受益者負担金・分担金賦課の方法 

下水道事業における受益者負担金及び分担金とは、公共下水道を計画的かつ早期に整備するため、下水道の整備により利

益を受ける方々に建設費の一部を負担していただく制度で、都市計画法及び地方自治法を根拠法令として、本市の条例に基

づき賦課徴収を行っている。 

受益者負担金等の額は、原則、所有又は地上権等を有する土地の面積に受益者負担金等の単価を乗じて算定している。受益

者負担金等の単価は、下水道事業の計画区域ごとに下表のとおり定めている。 
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【受益者負担金等の単価】 

 

 

（３）納付の方法等 

受益者負担金等の納付方法は、当初、５年分割の年1回納付としていたが、昭和33年から、下水道が完成する約１カ月前

に、下水道を整備する区域毎に賦課徴収する方法に改めている。さらに、昭和58年度に福井市都市計画下水道事業受益者負

担に関する条例の改正を行った際に、３年間、年２回、計６回の分割納付を認めることとし、平成３年度からは、納付期間は

そのままに、年４回、計12回の分割納付に改め、平成12年度には、工事完了後に賦課徴収することとしている。さらに、第

６次負担区域及び平成26年９月１日以降に「受益者申告書」を送付するものについては、５年間、年４回、計20回に分割し

て取扱うこととしている。 

受益者負担金及び分担金は、公共下水道の整備を推進するうえで、欠くことのできない制度である。そのため、下水道工事

の説明会や、各受益者に対する資料配布などを通して、当該制度に対する理解と協力をお願いしている。 

 

５ 下水道使用料 （平成31年1月1日改定） 
用 途 基本使用料 

（1月につき） 

従量使用料 

汚水量 金額（１㎥につき） 

一 般 汚 水 1,155 円 

10㎥までの分  12.1 円 

10㎥を超え20㎥までの分 134.2 円 

20㎥を超え30㎥までの分 151.8 円 

30㎥を超え50㎥までの分 177.1 円 

50㎥を超え200㎥までの分 228.8 円 

200 ㎥を超え500㎥までの分 244.2 円 

500 ㎥を超える分       253 円 

公衆浴場汚水 4,554 円 
100 ㎥までの分     0 円 

100 ㎥を超える分  50.6 円 

（上記使用料には、消費税相当額（10％）が加算されている。） 

  

計画区域 第1次 第2次 第3次 
第4次 

流域関連 
特環 第4次 第4次 

負担区域 

(決定年次) 

第１次 

(S23 年度) 

第 2次 

(S37 年度) 

第 3次 

(S44 年度) 

第 4次 

(S58 年度) 

特環 

(H5年度) 

第 5次 

(H9年度) 

第 6次 

(H26 年度) 

単価 72円/㎡ 117円/㎡ 190円/㎡ 350円/㎡ 410円/㎡ 530円/㎡ 460円/㎡ 
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６ 水洗化の普及促進 

下水道法及び福井市公共下水道条例では、下水道が供用開始された区域において、くみ取り便所は、供用開始の日から３

年以内に、また、し尿浄化槽付便所、浴室、台所、洗面所等からの汚水は、６カ月以内に下水道に接続することが義務付け

られている。そこで本市においては、下水道に接続する排水設備工事に必要な資金を無利子で貸付けする制度（排水設備工

事資金貸付金）を設け、水洗化の普及促進に努めている。 

 

<排水設備工事資金貸付金の内容> 

（１）貸付対象工事 

  ①くみ取り便所を水洗便所に改造する工事及びこれに伴う排水設備工事 

  ②単独浄化槽の廃止に伴う排水設備工事 

  ③公共下水道処理区域における合併処理浄化槽の廃止に伴う排水設備工事 

（２）貸付金額  当該工事に要した費用の範囲内で、100万円（１万円単位）を限度 

（３）貸付利子  無利子 

（４）償還方法  貸付けした月の翌月から月２万円の均等返済 
 

普 及 状 況 

年  度 事 業 対 象 工 事 件 数 うち貸付制度利用件数 貸 付 金 額 （ 円 ） 

R2 349 3       1,530,000 

R3 264 1        717,000 

R4 370 1        650,000 

R5 403 5 2,945,000 

R6 385 1  715,000 
 

７ 合併処理浄化槽の普及促進 

合併処理浄化槽は、し尿だけでなく、台所や浴室などの生活雑排水を併せて処理し、短期間かつ比較的少ない費用で設置で

きるという特徴を有している。また、放流水の水質が良いことから、公共用水域の水質保全及び公衆衛生の向上に有効な手段

であることに鑑み、合併処理浄化槽の普及を図るため、平成２年度から合併処理浄化槽の設置に対する補助制度（浄化槽設置

整備事業補助金）を設けた。 

平成 15 年度には、「福井市汚水処理施設整備基本構想」を策定し、この中で合併処理浄化槽区域に位置付けられた区域で

の合併処理浄化槽設置費用に対し、従前の４割補助から９割補助（住宅以外については７割補助）に補助率を引き上げた。さ

らに、平成 20 年度には川西・大安寺地区、平成 21 年度には高須町を合併処理浄化槽区域に加え、更なる普及促進に努めて

いる。 

令和７年度から単独処理浄化槽やくみ取り槽から合併処理浄化槽に転換する場合、既設の単独処理浄化槽やくみ取り槽の

撤去費、宅内配管工事費についても補助対象とした。 

 そのほか、平成16年度には維持管理補助金制度を新設し、法定検査や清掃などの維持管理に係る経費の一部を補助するこ

とによって、適正な維持管理を促すとともに、公共下水道区域の住民との負担の均衡を図っている。 

 

普 及 状 況 

年  度 合併処理浄化槽区域内設置件数 合併処理浄化槽区域内人口普及率 

R2 3,268 90.0％ 

R3 3,069 90.8％ 

R4 3,058 91.0％ 

R5 3,100 91.1％ 

R6 3,107 91.0％ 
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８ ポンプ場 

区 分 

ポンプ場（施設数） 雨水ポンプ（台数） 汚水ポンプ（台数） 

認可 認可外 認可 

現況 

認可外 

現況 

認可 認可外 認可 

現況 

認可外 

現況 

認可 認可外 認可 

現況 

認可外 

現況 

単 

独 

公 

共 

下 

水 

境
処
理
区 

合
流 

雨水汚水 5 ― 5 ― 15 ― 13 ― 20 ― 19 ― 

雨水 1 3 1 3 2 5 2 5 ― ― ― ― 

日
野
川
処
理
区 

合
流 

雨水汚水 3 ― 3 ― 9 ― 8 ― 9 ― 9 ― 

雨水 1 ― 1 ― 2 ― 2 ― ― ― ― ― 

分
流 

汚水 2 59 2 59 ― ― ― ― 7 118 6 118 

雨水 7 2 4 2 20 6 7 6 ― ― ― ― 

清
水 

東
部 

分
流 

汚水 ― 23 ― 23 ― ― ― ― ― 46 ― 46 

小計 19 87 16 87 48 11 32 11 36 164 34 164 

流 

域 

関 
連 

福
井 

第
１ 

分
流 

汚水 1 11 1 11 ― ― ― ― 3 22 2 22 

福
井 

第
２ 

分
流 

汚水 ― 1 ― 1 ― ― ― ― ― 2 ― 2 

福
井 

第
３ 

分
流 

汚水 ― 5 ― 5 ― ― ― ― ― 10 ― 10 

特 

環 

公 

共 

鷹
巣 

国
見 

分
流 

汚水 1 41 1 41 ― ― ― ― 2 82 2 82 

清
水 

西
部 

分
流 

汚水 ― 21 ― 21 ― ― ― ― ― 43 ― 43 

美
山 

分
流 

汚水 ― 21 ― 21 ― ― ― ― ― 42 ― 42 

小計 2 100 2 100 ― ― ― ― 5 201 4 201 

計 21  187 18 187 48 11 32 11 41 365 38 365 
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９ 終 末 処 理 場 

 
本市の下水処理場は、市街中心部より約４㎞、市街地周辺部より約１㎞の市街地西北部の境町にて昭和30年度に着工した。

昭和32年12月には、まず、汲み取りし尿の処理を開始し、昭和34年4月には一部区域の簡易処理を開始した。処理区域の増加

とともに施設の増設を行い、処理能力92,800㎥／日で中級処理と高級処理の併用運転を行っていたが、現在は、処理能力

23,800㎥／日の高級処理のみの運転を行っている。 

また、昭和56年度から日野川浄化センターの建設に着手し、昭和60年10月８日より処理能力22,000㎥／日で一部供用開始、

翌年3月31日には処理能力44,000㎥／日の施設が完成し、現在は、128,800㎥／日の処理能力である。（※各処理場の処理能力

は、晴天時日最大処理能力。） 

さらに、鷹巣浄化センターは、平成6年度より着工し、平成10年4月1日より一部供用を開始、平成12年度に施設が完成し、

現在は、2,300㎥／日の処理能力である。平成18年2月1日の市町村合併に伴い羽生浄化センター、美山浄化センター、清水東

部環境センター及び清水西部環境センターが本市の下水道事業に加わった。美山浄化センターは、令和4年3月31日に処理能

力を600㎥／日に増設し、廃止する羽生浄化センター及び朝谷島・境寺地区農業集落排水事業を編入した。 

 

（１）境 浄 化 セ ン タ ー 

施 設 概 要 

所 在 地 福井市菅谷１丁目１番１号 着 工 昭和30年4月1日 

全 体 計 画 人 口 47,860人 処 理 開 始 昭和34年4月1日 

処 理 能 力 23,800ｍ3／日 処 理 方 法 標準活性汚泥法 

 

（２）日野川浄化センター 

施 設 概 要 

所 在 地 福井市黒丸町第３号１番地 着 工 昭和56年7月 

全 体 計 画 人 口 160,500人 処 理 開 始 昭和60年10月8日 

処 理 能 力 128,800㎥／日 処 理 方 法 標準活性汚泥法 

 

（３）清水東部環境センター 

施 設 概 要 

所 在 地 福井市竹生町第112号38番地 着 工 昭和46年度 

全 体 計 画 人 口 3,430人 処 理 開 始 昭和48年8月20日 

処 理 能 力 3,100㎥／日 処 理 方 法 オキシデーションディッチ法 

 

（４）鷹巣浄化センター 

施 設 概 要 

所 在 地 福井市蓑町21字１番 着 工 平成6年6月 

全 体 計 画 人 口 2,390人 処 理 開 始 平成10年4月1日 

処 理 能 力 2,300㎥／日 処 理 方 法 オキシデーションディッチ法 
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（５）清水西部環境センター 

施 設 概 要 

所 在 地 福井市大森町第77号33番地１ 着 工 平成4年度 

全 体 計 画 人 口 2,950人 処 理 開 始 平成6年3月31日 

処 理 能 力 1,970㎥／日 処 理 方 法 オキシデーションディッチ法 

 

（６）美山浄化センター 

施 設 概 要 

所 在 地 福井市小宇坂町第16号16番地１ 着 工 平成17年7月 

全 体 計 画 人 口 1,240人 処 理 開 始 平成20年5月1日 

処 理 能 力 600㎥／日 処 理 方 法 オキシデーションディッチ法 

 

10  し 尿 投 入 所 

境浄化センターには、市民生活部所管のし尿投入所が併設され、市内全域のし尿及び浄化槽汚泥を受け入れている。 

 

（１） 施 設 の 概 要 

所 在 地   福井市菅谷１丁目１番１号     処 理 能 力 170kl／日 （し尿：45kl/日、浄化槽 

着  工   平成４年９月  （更新）                      汚泥：120kl/日、その他：5kl/日） 

竣  工   平成６年２月                     敷 地 面 積  2,543ｍ２ 

 

（２） 主 な 設 備   

受 入 設 備･･････トラックスケール、受入槽、揚砂装置 

前処理設備･･････破砕機、細目スクリーン、スクリュープレス 

貯 留 設 備･･････貯留槽、投入ポンプ 

脱 臭 設 備･･････高濃度：薬品による湿式脱臭＋活性炭吸着 

        低濃度：活性炭吸着（収集車排ガス吸引装置付き） 

 

（３） し 尿 処 理 状 況 

① し尿処理                                            （令和7年3月31日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区 分 世 帯 数 人 口 
人 口 比 率
（ ％ ） 

公 共 下 水 道 95,963 221,501 87.67 

集 落 排 水 4,221 11,363 4.50 

浄 化 槽 水 洗     8,045 18,749 7.42 

く み と り 403 1,000 0.40 

自 家 処 理 22 53 0.02 

計 108,654 252,666 100.00 
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② し尿等の収集量   
 

年 度 
収 集 量 

し  尿 浄 化 槽 汚 泥 そ の 他 計 

R4 2,194 28,270 688 31,153 

R5 1,879 28,304 687 30,870 

R6 1,674 27,028 488 29,190 

 

（４） し尿収集運搬手数料並びにし尿及び浄化槽汚泥処理手数料 

 収集運搬手数料           18 リットルまでごとに176円 

し尿及び浄化槽汚泥処理手数料    180リットルまでごとに27.5円 

 

11 下 水 道 記 念 室 
 

下水道管は地下に埋設されるものであり、いったん埋設されてしまうと多額の費用を費やした工事でも、その後は一切

人の目に触れることがない。下水道に対する理解と普及促進のため、昭和28年、当時の福井市長熊谷太三郎氏が、埋設後の

下水道管を見せるために整備したものが下水道記念室である。 

かつて故高松宮殿下もご覧になられたことのある下水道記念室は、福井市春山２丁目にあり、地下鉄の入口のような階

段を降りると、広さ100平方ﾒｰﾄﾙの地下室がある。埋設された下水道管を間近で見ることができ、内径1.37ﾒｰﾄﾙと1.50ﾒｰﾄﾙ

の幹線が1.80ﾒｰﾄﾙの幹線につながる接合点が一目でわかるようになっている。 

また、下水道に関する資料や水道管、ガス管も同時に見ることができる。 

通常は、安全のために施錠してあるが、下水施設課に連絡すれば見学が可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（キロリットル） 
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集 落 排 水 

 
本市の集落排水事業は、平成元年に農村総合整備モデル事業として岡保地区で着手し、平成８年に供用開始した。その

後、農業集落排水事業、林業集落排水事業、漁業集落排水事業、小規模集合排水処理施設整備事業の４事業により施設整備

を行い、平成１８年２月の市町村合併を経て、２７地区で供用開始している。さらに、令和６年度から、旧地域生活排水特

別会計で行っていた公共浄化槽事業が加わり、美山地区において公共浄化槽の維持管理を行っている。 

将来にわたって安定的・効率的に下水道サービスを提供するために「福井市集落排水事業経営戦略」を令和３年に策定

し、財政基盤の強化や施設の長寿命化による計画的な更新及び維持管理に取り組んでいる。 

 

① 農業集落排水処理施設 
（令和7年3月31日現在） 

名   称 所在地 供用開始日 
処理能力 

（㎥/日） 

計画処理 

人口(人) 
処 理 方 式 

岡保地区農業集落排水処理施設 殿下町51-6 H8. 4. 1 311 1,150 ＪＡＲＵＳ－Ⅲ型 

大味地区農業集落排水処理施設 東大味町5-32-3 H8.10. 1 198 730 ＪＡＲＵＳ－Ⅲ型 

河水地区農業集落排水処理施設 河水町10-12 H8.10. 1 130 480 ＪＡＲＵＳ－Ⅲ型 

末地区農業集落排水処理施設 末町35-7 H8.12. 1 76 280 ＪＡＲＵＳ－Ⅰ型 

荒木地区農業集落排水処理施設 荒木町17-8-2 H10. 8. 1 306 1,130 ＪＡＲＵＳ－ＯＤ型 

酒生東部地区農業集落排水処理施設 成願寺町11-9-1 H14. 4. 1 360 1,330 ＪＡＲＵＳ－ＯＤ型 

岡保南部地区農業集落排水処理施設 曽万布町16-9-2 H17.11. 1 222 820 ＪＡＲＵＳ－Ⅲ型 

重立地区農業集落排水処理施設 重立町42-28-2 H18. 7. 1 68 250 ＪＡＲＵＳ－Ⅰ型 

酒生西部地区農業集落排水処理施設 稲津町1-8 H20. 4. 1 500 1,850 ＪＡＲＵＳ－ＯＤ型 

上文殊南部地区農業集落排水処理施設 北山町22-14-1 H21. 4. 1 206 760 ＪＡＲＵＳ－XIVG型 

岡保東部地区農業集落排水処理施設 宮地町29-2-5 H22. 4. 1 308 1,140 ＪＡＲＵＳ－XIVG型 

上文殊地区農業集落排水処理施設 徳光町2-20-1 H24. 4. 1 306 1,130 ＪＡＲＵＳ－XIVG型 

文殊地区農業集落排水処理施設 下河北町14-42-2 H26．4．1 719 2,660 ＪＡＲＵＳ－XIVG型 

品ヶ瀬地区農業集落排水処理施設 品ヶ瀬町4-70 H6. 9.10 84 310 ＪＡＲＵＳ－Ｖ型 

市波地区農業集落排水処理施設 市波町14-1-1 H11. 4. 1 519 1,920 ＪＡＲＵＳ－ＯＤ型 

下味見地区農業集落排水処理施設 西河原町8-1 H16. 4. 1 157 580 ＪＡＲＵＳ－Ⅲ型 

下宇坂地区農業集落排水処理施設 福島町2-29-2 H20. 5. 1 260 960 ＪＡＲＵＳ－XIVG型 

居倉地区農業集落排水処理施設 居倉町35-6-1 
H6. 4. 1 219 810 

ＪＡＲＵＳ－Ⅲ型 
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② 林業集落排水処理施設 
 

 

③ 漁業集落排水処理施設 

 

名   称 所在地 供用開始日 
処理能力 

（㎥/日） 

計画処理 

人口(人) 
処 理 方 式 

蒲生・茱崎地区漁業集落排水処理施設 蒲生町1-93-2 H16. 8. 1 810 3,000 長時間ばっ気方式 

 

④ 小規模集合排水処理施設 

 

名   称 所在地 供用開始日 
処理能力 

（㎥/日） 

計画処理 

人口(人) 
処 理 方 式 

城有地区小規模集合排水処理施設 城有町65-35 H12. 4. 1 27 100 沈殿分離接触ばっ気方式 

 

⑤ 公共浄化槽 

名   称 ５人槽 ７人槽 ８人槽 １０人槽 １２人槽 合計 

公共浄化槽 88 基 134 基 2基 8基 2基 234基 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

越廼大味地区農業集落排水処理施設 大味町27-20-1･2 H11. 4. 1 81 300 ＪＡＲＵＳ－Ⅰ型 

風巻地区農業集落排水処理施設 風巻町24-1 S62. 4. 1 84 310 ＪＡＲＵＳ－Ⅰ型 

杉谷地区農業集落排水処理施設 清水杉谷町11-1-2 H2. 3. 1 135 500 ＪＡＲＵＳ－Ｖ型 

天下地区農業集落排水処理施設 下天下町13-28 H5. 4. 1 135 500 ＪＡＲＵＳ－Ｖ型 

清水南地区集排センター 真栗町4-9 H7. 4. 1 748 2,770 ＪＡＲＵＳ－ＯＤ型 

名   称 所在地 供用開始日 
処理能力 

（㎥/日） 

計画処理 

人口(人) 
処 理 方 式 

間戸地区林業集落排水処理施設 間戸町15-3-1 H15. 1. 1 41 150 沈殿分離接触ばっ気方式 

天田地区林業集落排水処理施設 東天田町19-109 H21. 4. 1 38 140 沈殿分離接触ばっ気方式 
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